
[個 人 情 報 等 保 護 に 係 る 業 務 内 容 並 び に 利 用 目 的 ]

【 業 務 内 容 】

○ 預 金 業 務 、 為 替 業 務 、 両 替 業 務 、 融 資 業 務 、 外 国 為 替 業 務 及 び こ れ ら に 付 随

す る 業 務

○ 投 信 販 売 業 務 、 保 険 販 売 業 務 、 証 券 仲 介 業 務 、 信 託 業 務 、 社 債 業 務 等 、 法 律

に よ り 信 用 組 合 が 営 む こ と が で き る 業 務 及 び こ れ ら に 付 随 す る 業 務

○ そ の 他 信 用 組 合 が 営 む こ と が で き る 業 務 及 び こ れ ら に 付 随 す る 業 務 （ 今 後 取

扱 い が 認 め ら れ る 業 務 を 含 む ）

【 個 人 情 報 の 利 用 目 的 】

○ 各 種 金 融 商 品 の 口 座 開 設 等 、 金 融 商 品 や サ ー ビ ス の 申 込 の 受 付 の た め

○ 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に 関 す る 法 律 に 基 づ く ご 本 人 さ ま の 確 認 等 や 、 金

融 商 品 や サ ー ビ ス を ご 利 用 い た だ く 資 格 等 の 確 認 の た め

○ 預 金 取 引 や 融 資 取 引 等 に お け る 期 日 管 理 等 、 継 続 的 な お 取 引 に お け る 管 理 の

た め

○ 融 資 の お 申 込 や 継 続 的 な ご 利 用 等 に 際 し て の 判 断 の た め

○ 適 合 性 の 原 則 等 に 照 ら し た 判 断 等 、 金 融 商 品 や サ ー ビ ス の 提 供 に か か る 妥 当

性 の 判 断 の た め

○ 与 信 事 業 に 際 し て 個 人 情 報 を 加 盟 す る 個 人 信 用 情 報 機 関 に 提 供 す る 場 合 等 、

適 切 な 業 務 の 遂 行 に 必 要 な 範 囲 で 第 三 者 に 提 供 す る た め

○ 他 の 事 業 者 等 か ら 個 人 情 報 の 処 理 の 全 部 ま た は 一 部 に つ い て 委 託 さ れ た 場 合

等 に お い て 、 委 託 さ れ た 当 該 業 務 を 適 切 に 遂 行 す る た め

○ お 客 さ ま と の 契 約 や 法 律 等 に 基 づ く 権 利 の 行 使 や 義 務 の 履 行 の た め

○ 市 場 調 査 並 び に 、 デ ー タ 分 析 や ア ン ケ ー ト の 実 施 等 に よ る 金 融 商 品 や サ ー ビ

ス の 研 究 や 開 発 の た め

○ ダ イ レ ク ト メ ー ル の 発 送 等 、 金 融 商 品 や サ ー ビ ス に 関 す る 各 種 ご 提 案 の た め

○ 提 携 会 社 等 の 商 品 や サ ー ビ ス の 各 種 ご 提 案 の た め

○ 各 種 お 取 引 の 解 約 や お 取 引 解 約 後 の 事 後 管 理 の た め

○ 組 合 員 資 格 の 確 認 及 び 管 理 の た め

○ そ の 他 、 お 客 さ ま と の お 取 引 を 適 切 か つ 円 滑 に 履 行 す る た め

○ お 客 さ ま の 安 全 及 び 財 産 を 守 る た め 、 ま た は 防 犯 上 の 必 要 か ら 、 防 犯 カ メ ラ

の 映 像 を 利 用 す る こ と

【 機 微 情 報 に 関 わ る 利 用 目 的 】

○ 機 微 情 報 （ 政 治 的 見 解 、 信 教 （ 宗 教 、 思 想 及 び 信 条 を い う ）、 労 働 組 合 へ の 加

盟 、 人 種 及 び 民 族 、 門 地 及 び 本 籍 地 、 保 健 医 療 及 び 性 生 活 、 並 び に 犯 罪 歴 に

関 す る 情 報 ） は 、 金 融 分 野 に お け る 個 人 情 報 保 護 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン （ 平



成 １ ６ 年 金 融 庁 告 示 第 ６ ７ 号 ） に 掲 げ る 場 合 を 除 き 、 取 得 、 利 用 又 は 第 三 者

提 供 を い た し ま せ ん 。 ま た 、 機 微 情 報 は 、 協 同 組 合 に よ る 金 融 事 業 に 関 す る

法 律 施 行 規 則 に 基 づ き 利 用 目 的 が 限 定 さ れ て お り ま す の で 、 同 規 則 が 定 め る

利 用 目 的 外 で 利 用 い た し ま せ ん 。

【 個 人 信 用 情 報 に 関 わ る 利 用 目 的 】

○ 個 人 信 用 情 報 機 関 か ら 提 供 を 受 け た 個 人 信 用 情 報 は 、 協 同 組 合 に よ る 金 融 事

業 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 等 に 基 づ き 限 定 さ れ て い る 目 的 外 で は 利 用 い た し ま せ

ん 。

【 個 人 番 号 の 利 用 目 的 】

（ １ ） 役 職 員 等 （ 当 組 合 の 役 職 員 並 び に そ の 配 偶 者 及 び 扶 養 家 族 を い う 。 以 下 同

じ ） に 係 る 事 務

① 給 与 所 得 ・ 退 職 所 得 の 源 泉 徴 収 票 作 成 事 務

② 健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 届 出 事 務

③ 雇 用 保 険 届 出 事 務

④ 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 に 基 づ く 請 求 に 関 す る 事 務

⑤ 国 民 年 金 の 第 3 号 被 保 険 者 の 届 出 事 務

⑥ 財 産 形 成 住 宅 貯 蓄 ・ 財 産 形 成 年 金 貯 蓄 の 非 課 税 に 関 す る 各 種 申 告 、 各 種

届 出 事 務

（ ２ ） 顧 客 等 （ 当 組 合 の 個 人 の 顧 客 及 び 組 合 員 を い う 。 以 下 同 じ ） に 係 る 事 務

① 出 資 配 当 金 の 支 払 に 関 す る 法 定 調 書 作 成 ・ 提 供 事 務

② 金 融 商 品 取 引 に 関 す る 口 座 開 設 の 申 請 ・ 届 出 事 務

③ 金 融 商 品 取 引 に 関 す る 法 定 調 書 作 成 ・ 提 供 事 務

④ 国 外 送 金 等 取 引 に 関 す る 法 定 調 書 作 成 ・ 提 供 事 務

⑤ 非 課 税 貯 蓄 制 度 等 の 適 用 に 関 す る 事 務

⑥ 教 育 等 資 金 非 課 税 制 度 等 に 関 す る 法 定 書 類 作 成 ・ 提 供 事 務

⑦ 預 金 保 険 法 に 基 づ く 名 寄 せ ・ 税 務 調 査 （ 犯 則 調 査 及 び 滞 納 処 分 の た め の

調 査 を 含 む 。）・ 社 会 保 障 に お け る 資 力 調 査 等 に 関 す る 事 務

  ⑧ 預 貯 金 口 座 付 番 に 関 す る 事 務

（ ３ ） 役 職 員 等 及 び 顧 客 等 以 外 の 個 人 に 係 る 事 務

① 報 酬 ・ 料 金 等 の 支 払 調 書 作 成 事 務

② 不 動 産 の 使 用 料 等 の 支 払 調 書 作 成 事 務

③ 不 動 産 等 の 譲 受 け の 対 価 の 支 払 調 書 作 成 事 務

以 上

熊 本 県 信 用 組 合


